
真備地区復興計画の

改定について

令和２年３月改定

倉敷市



当初計画 改定計画

頁 内容 頁 内容

P８

 「逃げ遅れゼロ」のまちを目指す ～全国のモ
デルとなりうる防災・減災対策～

 各小学校区に浸水時の緊急避難場所を確保
 －

 地区防災計画を７地区で作成

P８

 「逃げ遅れゼロ」のまちを目指す ～全国のモ
デルとなりうる防災・減災対策～

 各小学校区に浸水時の緊急避難場所を確保
 住民による自主的避難を促進するための行動

計画を作成
 地区防災計画作成の推進

【改定理由】新たな取組の追加及び文言の修正

P10

1-1：国・県・市の連携・協力による緊急的な
河川改修事業の実施
・市が管理する河川については，災害によって

堆積した土砂の撤去及び適切な維持管理を実
施します。また，国・県が管理する河川につ
いても，適切な維持管理が実施されるよう，
引き続き連携・協力していきます。

P10

1-1：国・県・市の連携・協力による緊急的な
河川改修事業の実施
・市が管理する大武谷川・背谷川・内山谷川に

おいて，災害によって堆積した土砂を撤去す
るとともに，小田川の背水影響を低減するた
め，河川堤防の嵩上げを実施します。

・市が管理する河川及び国・県が管理する河川
についても，適切な維持管理が実施されるよ
う，引き続き連携・協力していきます。

【改定理由】新たな取組の追加及び文言の修正

真備地区復興計画の主な改定点
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当初計画 改定計画

頁 内容 頁 内容

P10

1-3：高梁川流域における河川の安全性の向上
・河川の安全対策としては，河川内の土砂撤去

や樹木伐採等，高梁川の上流域から下流域ま
でを広く捉えた対策が必要なため，高梁川流
域の治水安全性の向上に向けて，「高梁川水
系大規模氾濫時の減災対策協議会」等を活用
して，洪水時の対応策を議論していきます。
例えば，上流ダムの事前放流によって下流の
河川水位に与える影響を最小化することを検
討するなど，減災対策に向けて新たに設置さ
れた防災行動計画検討部会において，各河川
及びダムの管理者，自治体等が連携・協力し
て議論を進めます。

・－

P10
P11

1-3：高梁川流域における河川の安全性の向上
・河川の安全対策としては，河川内の土砂撤去

や樹木伐採，堤防強化対策等，高梁川の上流
域から下流域までを広く捉えた対策が必要な
ため，高梁川流域の治水安全性の向上に向け
て，「高梁川水系大規模氾濫時の減災対策協
議会（以下，減災対策協議会）」等を活用し
て，洪水時の対応策を議論し，下流の河川水
位に与える影響を最小化するためのダムの事
前放流の実施，多機関連携型の「高梁川水害
タイムライン」の活用などの取組を実施して
いきます。引き続き，減災対策に向けて新た
に設置された防災行動計画検討部会（減災対
策協議会の部会）において，各河川及びダム
の管理者，自治体等が連携・協力して議論を
進めます。

・緊急的な河川改修事業等が完了するまでの間，
真備地区における国・県・市の情報共有体制
を強化し，大雨時に迅速な対応が図れるよう
連携していきます。

【改定理由】検討の進捗を踏まえて修正及び新たな取組の追加
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当初計画 改定計画

頁 内容 頁 内容

P11

1-4：治水施設等の改善
・大雨時に水田に水を貯留させて下流域の内水

被害を軽減させる「田んぼダム」の導入を検
討します。 P11

1-4：治水施設等の改善
・大雨時に水田に水を貯留させて下流域の内水

被害を軽減させる「田んぼダム」の導入につ
いて，大学との連携により，流域単位での田
んぼダムの効果を検証し，さらなる取組の推
進を図ります。

【改定理由】検討の進捗を踏まえて修正

P11 P12

【改定理由】進捗状況に応じて期間を修正
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当初計画 改定計画

頁 内容 頁 内容

P12 P13

【改定理由】進捗状況に応じて期間を修正及び新たな取組の追加

P13

【主要な施策の方向性】
指定避難所へ避難できない方が，危険から緊

急的に逃れるための身近な場所として，各小学
校区に浸水時の緊急避難場所を指定します。

－

P14

【主要な施策の方向性】
指定避難所へ避難できない方が，危険から緊

急的に逃れるための身近な場所として，各小学
校区に浸水時の緊急避難場所を指定するととも
に，必要に応じて新たな避難場所を整備します。

※ 浸水時緊急避難場所：浸水想定区域外への避
難を基本としますが，そのいとまがない場合
の緊急避難場所（校舎の上層階）

【改定理由】新たな取組の追加及び用語説明を追加

P13

2-1：緊急避難場所の指定
・－

P14

2-1：緊急避難場所の指定
・出前講座等を通じて，自主防災組織が地域の

集会所等を避難所として運営する「届出避難
所制度」の周知に努めます。

【改定理由】新たな取組の追加
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当初計画 改定計画

頁 内容 頁 内容

P13

－：－
・－

P14

2-2：緊急避難場所の整備
・浸水時に指定された避難所に避難することが

困難な地区においては，必要に応じて新たな
避難場所を整備します。

【改定理由】新たな取組の追加

P13 P14

【改定理由】新たな取組の追加
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当初計画 改定計画

頁 内容 頁 内容

P14

3-2：安全な避難経路の確保
・車を利用して避難することも踏まえた安全・

安心な避難経路を確保するため，避難時に支
障となる狭隘道路の解消や水路への転落防止
対策に努めます。

P15

3-2：安全な避難経路の確保
・車を利用して避難することも踏まえた安全・

安心な避難経路を確保するため，関係機関と
の連携により，避難時に支障となる狭隘道路
の解消や水路への転落防止対策に努めます。

【改定理由】文言の修正

P14

3-4：防災拠点の整備
・出水時の水防活動や，災害発生時の応急活

動・緊急復旧等を迅速に行うため，国と連
携・協力して防災拠点を整備します。

P15

3-4：防災拠点の整備
・災害時の水防活動に必要な緊急用資材等を備

蓄し，救援活動等を迅速に行い，また，災害
時に指定された避難所に避難することが困難
な場合，危険から緊急的に逃れるための場所
として，車での避難も可能となる浸水時の一
時避難場所を確保するため，国と連携・協力
して小田川等の河道掘削土を有効活用し，小
田川沿いに災害時の防災拠点となる復興防災
公園（仮称）を整備します。

【改定理由】新たな取組の追加
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当初計画 改定計画

頁 内容 頁 内容

P16

4-1：地域の防災意識と災害対応力の向上
・－

・新たに指定する浸水時の緊急避難場所を明示
した災害ハザードマップを作成し，全戸配布
するとともに，出前講座等で活用するなど，
積極的な周知に取り組みます。

・小中学校や幼稚園，保育所等で子どもたちの
防災教育に取り組むほか，地域における防災
訓練の指導や防災出前講座を行うなど，地域
の防災意識向上を図るための取組を実施しま
す。

P17

4-1：地域の防災意識と災害対応力の向上
・災害時の住民避難について，住民への情報提

供や周知の在り方，住民による自主的避難を
促進する検討を行い，地域と行政が今後目指
すべき方針や地区防災計画作成などに向けた
行動計画をとりまとめ，災害に強い地域づく
りに向けて，地区防災計画の作成支援，防災
教育の推進，避難行動要支援者の避難対策の
推進を図ります。

・新たに指定する浸水時の緊急避難場所を明示
した災害ハザードマップを作成し，全戸配布
するとともに，地域における防災訓練の指導
や防災出前講座を行うなど，積極的な周知及
び地域の防災意識向上を図るための取組を実
施します。

・小学生の総合学習として防災に関する授業を
行うなど，小中学校や幼稚園，保育所等で子
どもたちの防災教育を推進します。

【改定理由】新たな取組の追加及び文言の修正
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当初計画 改定計画

頁 内容 頁 内容

P16

4-2：支え合いと協働等による避難体制の強化
・－

P17

4-2：支え合いと協働等による避難体制の強化
・浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にある要

配慮者が利用する施設において，施設利用者
の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため，施
設管理者に対して，避難誘導や教育・訓練等
に関する事項を定めた計画の作成を支援しま
す。

【改定理由】新たな取組の追加

P17

4-4：災害の記憶を後世へ伝承
・災害に関連する資料を収集・保存し，災害記

録誌として取りまとめることで災害の経験を
広く伝え，将来に備えます。

・－
P18

4-4：災害の記憶を後世へ伝承
・災害に関連する資料を収集・保存し，災害記

録誌として取りまとめます。

・防災意識の向上につながる資料を保存・活用
し，災害の経験を 広く伝え，将来に備えま
す。

【改定理由】文言の修正
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当初計画 改定計画

頁 内容 頁 内容

P17 P19

【改定理由】新たな取組の追加

P17 P19

【改定理由】進捗状況に応じて期間を修正
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当初計画 改定計画

頁 内容 頁 内容

P18

5-2：防災情報システムの機能強化
・防災情報システムの機能強化として，雨量や

河川水位情報をはじめとした災害情報を一元
的に管理し，避難情報の発令や災害対応を支
援するための総合防災情報システムを構築し
ます。

・真備地区における防災情報伝達手段の強化を
図るため，コミュニティＦＭラジオ電波送信
用中継局設置に対する支援を行います。

P20

5-2：防災情報システムの機能強化
・防災情報システムの機能強化として，大型モ

ニターで構成するマルチディスプレイ装置を
導入し，様々な防災情報を共有するとともに，
雨量や河川水位情報をはじめとした災害情報
を一元的に管理し，避難情報の発令や災害対
応を支援するための総合防災情報システムを
構築します。

・真備地区における防災情報伝達手段の一つと
して，ＦＭラジオによる緊急放送の強化を図
るため，コミュニティＦＭラジオ電波送信用
中継局設置に対する支援を行います。

【改定理由】文言の修正

P18

5-3：災害対応に精通した職員の育成
・今回の災害対応経験を踏まえ，専門研修等に

より災害対応力に優れた職員の育成に取り組
みます。

P20

5-3：災害対応に精通した職員の育成
・今回の災害対応経験を踏まえ，外部講師によ

る防災研修会等により災害対応力に優れた職
員の育成に取り組みます。また，災害が発生
した自治体へ職員を派遣することにより，災
害経験を活かした支援を行います。

【改定理由】新たな取組の追加
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当初計画 改定計画

頁 内容 頁 内容

P19 P21

【改定理由】進捗状況に応じて期間を修正

P23

7-4：災害公営住宅等の整備
・自力での住宅再建が困難な方のための住まい

を確保するため，地域コミュニティや生活利
便性等に配慮した災害公営住宅を整備します
（整備戸数は概ね200戸の見込み）。

・被災した既存の市営住宅については，現地で
の復旧や，災害公営住宅との合築等により必
要戸数を確保します。

・－

P25
P26

7-4：災害公営住宅等の整備
・自力での住宅再建が困難な方のための住まい

を確保するため，地域コミュニティや生活利
便性等に配慮した災害公営住宅を，川辺・箭
田・有井地区の３地区に計91戸整備します。
また，建物の屋上を含めて，地区の「浸水時
緊急避難場所」として活用します。

・被災した既存の市営住宅については，現地で
の復旧や，災害公営住宅との一体的な整備に
より，必要戸数を確保します。

・災害公営住宅，既存の市営住宅の空き住戸を
活用しても入居必要戸数に満たない場合には，
真備地区内の民間賃貸住宅を活用し，住まい
の確保に努めます。

【改定理由】文言の修正及び新たな取組の追加
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当初計画 改定計画

頁 内容 頁 内容

P24 P26

【改定理由】進捗状況に応じて期間を修正 12



当初計画 改定計画

頁 内容 頁 内容

P27 P29

【改定理由】進捗状況に応じて期間を修正
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当初計画 改定計画

頁 内容 頁 内容

P29

9-1：農業の復旧・復興支援
・－

P31

9-1：農業の復旧・復興支援
・排水機場の安定運転と排水能力確保のため，

遊水池の堆積土砂を撤去するとともに，定期
的な浚渫作業の効率化や，藻や水草の繁茂を
防ぐため，遊水池の改良（底張りコンクリー
ト打設等）を実施していきます。

【改定理由】新たな取組の追加

P29

9-2：農業経営基盤の強化
・－

・農地の遊休化の防止に向けた，農地取得や借
り受けに必要な面積（下限面積）の見直しを
行います。

P31

9-2：農業経営基盤の強化
・農業振興の基本目標や施策などの方向性を示

すとともに，個別事業計画や今後の事業実施
を行う上での基本的な指針となる真備地区方
針（農業振興ビジョン）を策定します。

・農地取得や借り受けに必要な面積（下限面
積）の見直しにより，農地の遊休化の防止に
努めます。

【改定理由】新たな取組の追加と文言の修正
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当初計画 改定計画

頁 内容 頁 内容

P30 P32

【改定理由】進捗状況に応じて期間を修正及び新たな取組の追加
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当初計画 改定計画

頁 内容 頁 内容

P31 P33

【改定理由】進捗状況に応じて期間を修正及び新たな取組の追加

P33 P34

【改定理由】進捗状況に応じて期間を修正
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当初計画 改定計画

頁 内容 頁 内容

P32

10-1：事業所の再建・復興支援
・－

P34

10-1：事業所の再建・復興支援
・災害時等の事業継続を可能にするため，中小

企業の事業継続計画（BCP）策定に向けた取
組を支援します。

【改定理由】進捗状況に応じて期間を修正

P33 P35

【改定理由】進捗状況に応じて期間を修正

P36

12-1：川と親しみ楽しめる空間の整備
・小田川の河川敷等の魅力ある水辺空間を活用

し，親水空間の整備等により川を活かしたま
ちづくりを進めます。また，その活用や維持
管理等においては，住民と協働で取り組みま
す。 P37

12-1：川を感じ楽しめる空間の整備
・災害時の防災拠点及び一時避難場所となり，

平常時は防災教育の場，住民の憩いの場，交
流の場，子どもから大人まで多様な世代が楽
しめる場，真備の魅力を発信できる場などと
しても活用できる「復興防災公園（仮称）」
を，小田川の河川敷等の魅力ある水辺空間と
一体的に整備することで，川を感じ楽しめる
空間となるよう，川を活かしたまちづくりを
進めます。また，その活用や維持管理等にお
いては，住民と協働で取り組みます。

【改定理由】新たな取組の追加 17



当初計画 改定計画

頁 内容 頁 内容

P36

12-2：地域の資源の発掘・活用
・－

P37

12-2：地域の資源の発掘・活用
・商工会等と連携し，新たなくらしき地域資源

（特産品，老舗，魅どころ）を発掘し，従来
からあるものと併せて磨き，活用し，発信し
ていきます。

【改定理由】新たな取組の追加

P36 P38

【改定理由】進捗状況に応じて期間を修正

P37 P39

【改定理由】進捗状況に応じて期間を修正 18



当初計画 改定計画

頁 内容 頁 内容

P39

14-1：協働による復興まちづくりの推進
・建設型仮設住宅でのコミュニティの形成をサ

ポートする交流イベントの実施やみなし仮設
住宅の居住者等がまちの人に会える場所づく
り，真備地区内外で生活する住民が交流し，
憩い，集うことができる機会の確保等ができ
るよう支援します。

・真備7地区のまちづくり推進協議会の活動等，
コミュニティ再建に向けた地域主体の活動を
支援し，地域の活性化を図ります。

P41

14-1：協働による復興まちづくりの推進
・建設型仮設住宅でのコミュニティの形成をサ

ポートする交流イベントの実施やみなし仮設
住宅の居住者等がまちの人に会える場所づく
り，真備地区内外で生活する住民及び真備地
区に戻った住民が交流し，憩い，集うことが
できる機会の確保等ができるよう支援します。

・真備地区を離れている方との繋がりを維持す
るなど，コミュニティ再建に向けて，真備7地
区のまちづくり推進協議会の活動等を支援し，
地域の活性化を図ります。

【改定理由】文言の修正

P39

14-2：地域の復興を支える人づくり
・地域の復興を産業面から応援するための地域

おこし協力隊を配置します。 P41

14-2：地域の復興を支える人づくり
・地域の復興を産業面から応援するための地域

おこし協力隊を配置し，被災事業者の復興状
況の把握に努めるとともに，真備ブランドの
構築を図ります。

【改定理由】文言の修正
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改定計画

頁 内容

P45

20


